
 

「大胆」で「逃げない」マニフェストを! 

～地方分権改革に真っ向勝負で、全力投球!～ 

                             
全国知事会 

 
１ マニフェスト案を早期に提示し、国民的な議論を！ 

国家像を大胆に盛り込み、地方分権改革の具体策を盛り込んだマニフェ

スト案を早期に示し、逃げずにこの国の未来を見据えた国民的な議論を巻

き起こすこと。 
 
２ ４年間で実行する７つの具体策を明記し、 

分権改革を実現！ 
地方分権は、政治決断による実行を待つのみ。理念・フレーズだけでな

く、４年間で実行する具体策を明記すること。 
 
 （１）義務付け・枠付けの廃止、権限移譲の推進 

    地方分権改革推進委員会の勧告に沿った義務付け・枠付けの廃止、

権限移譲による自治立法権・自治行政権を確立する。 
 
 （２）国と地方の税源配分５：５の実現 

    税源移譲、地方消費税の充実・引上げ等を通じ、税収が安定的で税

源の地域偏在性が小さい地方税体系を構築し、国と地方の税源配分を

５：５とする。 
 
 （３）国庫補助負担金の総件数半減 

    国庫補助負担金の総件数を半減する。 
 
 （４）地方交付税の復元・増額、地方の共有財源の明確化 

    地方財政計画に適切に歳出を計上することにより、地方交付税を復



元・増額し、財源調整・保障機能を強化する。 
    さらに、地方交付税原資となっている国税５税の法定率を引き上げ

るとともに、国の一般会計を通さずに特別会計に直接繰り入れ、地方

の共有財源であることを明確にした「地方共有税」に改める。 
 
 （５）直轄事業負担金の抜本的改革 

    直轄事業負担金は、負担対象範囲の見直しを直ちに行い、維持管理

費負担金は平成２２年度から廃止する。その上で、国と地方の役割分

担を明確化し、最終的に廃止する。 
 
 （６）国の出先機関の廃止・縮小 

    地方分権改革推進委員会の勧告を基本に可能な限り幅広く国の出先

機関を廃止・縮小し、国と地方の二重行政を解消する。 
 
 （７）国と地方の協議の場の法制化 

    国と地方の役割分担、国による関与・義務付け、国庫補助負担金、

地方税財政制度、地方への新たな事務・負担の義務付けとなる法令・

施策等について、政府と地方の代表者等が協議を行う「（仮）地方行財

政会議」を法律で設置する。 
 
３ 新たな国民負担について議論を避けず、 

地方消費税の充実・引上げを！ 
  地方は、危機的な財政状況の下、これまで職員削減や給与カットなど国

を上回る徹底した行政改革を行ってきたが、地方交付税の大幅削減に加え、

今後、社会保障関係費等が確実に増嵩することから、財源不足額はさらに

拡大することが見込まれる。 
  医療、福祉等の社会保障や、教育、消防など住民生活に必須の行政サー

ビスを安定的に提供していくため、税源の偏在性が小さく、税収が安定的

な地方消費税の充実・引き上げを行うこと。 
 
なお、地域の未来に責任を負う我々も、出されたマニフェストを評価し、

分権改革の実現に向けて行動することを申し添える。 


